
平成２９年７月２７日 

国立大学法人大阪教育大学 

報道各位 

学長予定者の選考について（お知らせ） 

本学の事業に対するご理解とご協力をいただき、有り難うございます。 

国立大学法人大阪教育大学では，栗林澄夫学長の任期（平成３０年３月３１日まで）

満了に伴う学長予定者の選考を行った結果，平成２９年７月２７日開催の学長選考会

議において，栗林澄夫氏を次期学長予定者として選考いたしましたのでお知らせいた

します。 

なお，同氏の任期は，再任のため，平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日

までの２年間です。 

同氏の略歴は別紙のとおりです。 

このことについてのお問い合わせは，下記にお願いいたします。 

【問い合わせ先】 

国立大学法人大阪教育大学 

総務部総務課広報室　大野

TEL: 072-978-3211  FAX:072-978-3225 



略  歴  書 

 

 

１．氏  名： 栗 林 澄 夫（くりばやし すみお） 

 

２．生年月日： 昭和２３年８月５日（６８歳） 

 

３．現 住 所： 奈良県奈良市神功４－１５－６ 

 

４．現   職： 国立大学法人大阪教育大学長 

 

５．学  歴： 昭和４８年 ３月 富山大学文理学部独語・独文学専攻卒業 

                昭和４８年 ４月 大阪大学大学院文学研究科（修士課程） 

                                 独語・独文学専攻入学 

                昭和５０年 ３月 同上修了 

                昭和５０年 ４月 大阪大学大学院文学研究科（博士課程） 

                                 独語・独文学専攻入学 

                昭和５１年 ３月 同上中途退学 

 

６．学  位： 文学修士（大阪大学） 

 

７．専門分野： ドイツ語・ドイツ文学 

 

８．職  歴： 昭和５１年 ４月 大阪教育大学助手教育学部   （昭和５２年９月まで） 

                昭和５２年１０月 大阪教育大学講師教育学部   （昭和５６年３月まで） 

                昭和５６年 ４月 大阪教育大学助教授教育学部  （平成９年３月まで） 

                平成 元年１０月 ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ大学フランクフルト                  

（ドイツ連邦共和国）文部省長期在外研究員 

                                                              （平成２年９月まで） 

                平成 ９年 ４月 大阪教育大学教授教育学部   （平成１６年３月まで） 

                平成 ９年 ７月 大阪教育大学留学生指導センター長併任 

                                                             （平成１４年３月まで） 

                平成１４年 ６月 大阪教育大学副学長      （平成２６年３月まで） 

                平成１６年 ４月 国立大学法人大阪教育大学理事 （平成２６年３月まで） 

                平成１８年 ４月 大阪教育大学附属図書館長併任 （平成２６年３月まで） 

平成２６年 ４月 国立大学法人大阪教育大学長  （現在に至る） 

 

以上 



 

 

平成２９年 7 月２７日 

 

国 立 大 学 法 人 大 阪 教 育 大 学 

学長選考会議議長 森 田 英 嗣 

 

 

学長予定者選考にかかる公表（第５号） 

 

  本日，国立大学法人大阪教育大学学長選考会議は，下記のとおり次期学長予定者を決定

したので公表する。 

 

記 

 

１ 学長予定者   栗 林 澄 夫 （くりばやし すみお） 

 

２ 現   職   国立大学法人大阪教育大学長 

 

３ 任   期   平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

４ 選 考 理 由 

国立大学法人大阪教育大学学長選考会議は，「学校教育法及び国立大学法人法の一

部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改

正する省令について（通知）」（平成 26 年 8 月 29 日付け２６文科高第４４１号，

別紙１参照）を確認し、その上で同会議において策定した「国立大学法人大阪教育大

学学長候補者選考基準」（以下「選考基準」という。別紙２参照）に基づき，国立大

学法人大阪教育大学学長予定者選考規程（以下「選考規程」という。）第 12 条によ

り，所信表明書，学長選考会議が作成する質問書に対する回答，意向投票の結果を踏

まえ，３名の第２次候補者を決定した。さらに，選考規程第 13 条により，各候補者

に対する面接を行ない，選考基準に基づき，慎重に審議した。 

その結果，同氏は，選考基準に掲げる次期学長に求める資質・能力，および当面の

実施課題を確実に実行できる力を有すると，最終的に全会一致で判断された。 

とりわけ，これまでの大学運営にかかわってきた同氏の豊富な経験と実績は，第３

期中期目標（ミッション）を達成するための資本として，極めて重要な要素であると

確認された。 

本学を取り巻く環境はますます厳しい状況にあるが，同氏には，本学の強みと特色

を充分に発揮し，本学の目的を追求していただきたい。その際には、これまで以上に

附属学校園を含めた大学構成員とのコミュニケーションを活発化させてその力を結

集させること，大学運営に係わる人材育成に力を入れることに尽力いただき、真に魅

力ある大学として発展させていくことを切望する。 

 



 
 
５ 選 考 過 程 

（敬称略） 
平成２９年 

３月１７日 第４２回学長選考会議（13:28～14:38） 
 〇前期学長選考会議からの申し送りへの対応 
 〇学長選考規程の一部改正 
 〇学長選考日程の検討 
 〇国立大学法人法の一部改正に伴う，学長候補者選考 
 基準の策定に向けた検討 
 
4 月 24 日 第４３回学長選考会議（15:00～15:49） 
 〇学長候補者選考基準の決定 
 〇学長選考日程の決定 
 〇学長選考方法等の確認 
 〇第 1 次候補者に対する質問書の検討 
 
5 月 9 日 （学長選考会議議長） 
 〇学長予定者選考にかかる公表（第 1 号） 

 ・学長予定者選考を行う理由，学長予定者の資質要件， 
 必要書類の提出日時及び場所，選考方法及び日程ほか 

 〇学長候補者選考基準の公表 
 
 （学長選考会議） 
 〇学長予定者選考にかかる公表方法について 
 ・掲示板設定場所の公表 
 
5 月 22 日～29 日 学長予定候補者の推薦受付期間 
 
6 月 1 日 第４４回学長選考会議（15:01～16:10） 
 〇委員の交代について（報告）（伊藤委員→裴委員） 
 〇第１次候補者の決定について 
 （伊藤敏雄，入口 豊，栗林澄夫） 
 〇学長予定者推薦投票管理委員会の設置について 
 〇第 1 次候補者に対する質問書の決定 
 
6 月 9 日 学長予定者推薦投票管理委員会 
 〇委員長及び副委員長の選出について 
 〇意向投票の実施について 
 〇不在者意向投票の実施について 
 〇各種手続き等の確認について 
 
6 月 12 日 所信表明書及び質問書の回答書提出期限 
 
6 月 14 日 所信表明書及び質問書の回答書の公表 
 
 （学長選考会議議長） 
 〇学長予定者選考にかかる公表（第２号） 
 ・第 1 次候補者の所信表明書，回答書の閲覧方法等 
 
 （学長予定者推薦投票管理委員会委員長） 
 〇学長予定者選考にかかる公表（第３号） 
 ・意向投票日時，場所及び方法等，第 1 次候補者の氏名等 
 〇意向投票の実施について（お知らせ） 
 〇不在者意向投票の実施について（お知らせ） 
 
6 月 19 日～21 日 意向投票有資格者名簿の閲覧 
 
6 月 30 日 不在者意向投票の実施 
 
7 月 3 日 不在者意向投票の実施 
 
7 月 4 日 不在者意向投票の実施 
 



 
 
7 月 5 日 学長予定者推薦投票管理委員会 
 〇意向投票の実施，即日開票，学長選考会議に報告 
 
 （学長選考会議議長） 
 〇学長予定候補者意向投票の結果について（お知らせ） 
 ・投票数の開示 
 入口 豊 150 票，伊藤敏雄 133 票，栗林澄夫 107 票 
 投票総数 396 票，有資格者 442 人，投票率 89.6% 
 
7 月 10 日 第４５回学長選考会議（14:59～19:29） 
 〇学長候補者選考の視点について 
 〇第２次候補者の決定について 
 （伊藤敏雄，入口 豊，栗林澄夫） 
 〇面接選考について 
 
 （学長選考会議議長） 
 〇学長予定者選考にかかる公表（第４号） 
 ・第２次候補者の決定について 
 
7 月 18 日 第４６回学長選考会議（14:30～20:30） 
 〇面接選考の取り運びについて 
 〇第２次候補者に対する面接について 
 〇最終候補者の決定について 
 ・学長選考会議が策定した「学長候補者選考基準」に 
 基づき，３名の第２次候補者に対する面接を行ない 
 慎重に審議した結果，最終候補者を決定 
 
7 月 27 日 第４7 回学長選考会議（15:01～17:15） 
 〇最終候補者の決定について（確認） 
 〇学長予定者の決定について 
 ・最終候補者に就任交渉を行い，本人からの受諾を 
 もって学長予定者に決定 
 〇今後の課題等の検討について 
 
 （学長選考会議議長） 

 〇学長予定者選考にかかる公表（第５号） 
 ・次期学長予定者氏名，選考理由及び選考過程等の公表 

 

学長選考会議 委員一覧（学長選考会議規程第 2 条に基づく） 

第１号委員 経営協議会から選出 小川 洋一 

第１号委員 経営協議会から選出 塚本 英邦 

第１号委員 経営協議会から選出 橋本 勝信 

第１号委員 経営協議会から選出 浜中 宏司 

第２号委員 教育研究評議会から選出 太田 順康 

第２号委員 教育研究評議会から選出 
伊藤 敏雄（H28.4.1～H29.5.30） 

裴  光雄（H29.5.31～） 

第２号委員 教育研究評議会から選出 森田 英嗣（議長） 

第２号委員 教育研究評議会から選出 横井 邦彦 

第３号委員 理事 松岡 正和 

     伊藤敏雄 委員が学長予定者の候補者の推薦を受ける予定となったことから， 
「学長予定者の候補者に関する申合せ」により，学長選考会議議長に辞任届が
提出された。学長選考会議議長はこれを承諾し，学長へ報告，平成 29 年 5 月
30 日開催の教育研究評議会において，裴 光雄 委員が新たに委員として選出
された。 



※ 学⻑選考に係わる部分のみ抜粋

2 6 ⽂科⾼第 4 4 1 号 
平成 2 6 年８ ⽉ 2 9 ⽇ 

各 国 公 私 ⽴ ⼤ 学 ⻑ 
⼤ 学 を 設 置 す る 各 地 ⽅ 公 共 団 体 の ⻑ 
各 公 ⽴ ⼤ 学 法 ⼈ の 理 事 ⻑  殿 
⼤ 学 を 設 置 す る 各 学 校 法 ⼈ の 理 事 ⻑ 
⼤学を設置する各学校設置会社の代表取締役 
各 ⼤ 学 共 同 利 ⽤ 機 関 法 ⼈ 機 構 ⻑ 

⽂部科学省⾼等教育局⻑ 
吉 ⽥ ⼤ 輔（印影印刷） 

⽂部科学省研究振興局⻑ 
常 盤   豊（印影印刷） 

学校教育法及び国⽴⼤学法⼈法の⼀部を改正する法律及び学校 
教育法施⾏規則及び国⽴⼤学法⼈法施⾏規則の⼀部を改正する 
省令について（通知） 

このたび，別添のとおり「学校教育法及び国⽴⼤学法⼈法の⼀部を改正する法律」（平成 26 年法律第 88 号。以
下「改正法」という。）が平成 26 年６⽉ 27 ⽇に公布され，平成 27 年４⽉１⽇から施⾏されることとなりました。 

これを受け，「学校教育法施⾏規則及び国⽴⼤学法⼈法施⾏規則の⼀部を改正する省令」（平成 26 年⽂部科学省
令第 25 号。以下「改正省令」という。）が平成 26 年８⽉ 29 ⽇に公布され，平成 27 年４⽉１⽇から施⾏される
こととなりました。 

これらの法令の改正の趣旨，概要及び留意事項等は下記のとおりですので，⼗分に御了知ください。 

記 

第⼀ 改正の趣旨 
⼤学（短期⼤学を含む。以下同じ。）が，⼈材育成・イノベーションの拠点として，教育研究機能を最⼤限に発

揮していくためには，学⻑のリーダーシップの下で，戦略的に⼤学を運営できるガバナンス体制を構築すること
が重要である。今回の改正は，⼤学の組織及び運営体制を整備するため，副学⻑の職務内容を改めるとともに，教
授会の役割を明確化するほか，国⽴⼤学法⼈の学⻑⼜は⼤学共同利⽤機関法⼈の機構⻑の選考に係る規定の整備
を⾏う等の所要の改正を⾏ったものである。 

第⼆ 改正の概要 
（略） 

２．国⽴⼤学法⼈法（平成 15 年法律第 112 号）の⼀部改正 
（１）学⻑⼜は機構⻑の選考の透明化（第 12 条及び第 26 条関係）

① 国⽴⼤学法⼈の学⻑⼜は⼤学共同利⽤機関法⼈の機構⻑の選考は，学⻑選考会議⼜は機構⻑選考会議（以
下「学⻑等選考会議」という。）が定める基準により，⾏わなければならないこと。（第 12 条第７項（⼤学
共同利⽤機関法⼈については，第 26 条において準⽤））

② 国⽴⼤学法⼈及び⼤学共同利⽤機関法⼈（以下「国⽴⼤学法⼈等」という。）は，学⻑⼜は機構⻑の選考
が⾏われたときは当該選考の結果その他⽂部科学省令で定める事項を，学⻑等選考会議が①に規定する基
準を定め，⼜は変更したときは当該基準を，それぞれ遅滞なく公表しなければならないこととしたこと。
（第 12 条第８項（⼤学共同利⽤機関法⼈については，第 26 条において準⽤））

（略） 
４．国⽴⼤学法⼈法施⾏規則（平成 15 年⽂部科学省令第 57 号）の⼀部改正 
（１）学⻑⼜は機構⻑の選考を⾏った際の公表事項（第１条の２関係）

学⻑⼜は機構⻑の選考を⾏った際は，学⻑⼜は機構⻑として選考された者を学⻑等選考会議が選考した
理由，学⻑等選考会議における学⻑⼜は機構⻑の選考の過程を公表することとしたこと。

（２）教育研究上の重要な組織の⻑等の任命（第７条の２関係）
国⽴⼤学法⼈法第 35 条において準⽤する独⽴⾏政法⼈通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 26 条の

規定による学部，研究科，⼤学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の⻑の任命は，学⻑⼜は機
構⻑の定めるところにより⾏うものとしたこと。

５．施⾏期⽇ 
改正法及び改正省令は，平成 27 年４⽉１⽇から施⾏すること。 

別 紙 １



第三 留意事項 
（略） 

２．国⽴⼤学法⼈法及び同法施⾏規則の⼀部改正 
国⽴⼤学法⼈法及び同法施⾏規則の改正は，全ての国⽴⼤学法⼈等に適⽤されるものである。 

（１）学⻑⼜は機構⻑の選考の透明化（国⽴⼤学法⼈法第 12 条及び第 26 条関係）
① 学⻑等選考会議は，当該国⽴⼤学法⼈等にふさわしい学⻑⼜は機構⻑の候補者を選出する重要な責任と

権限を有しており，この責任と権限に基づき，広く学内外の候補者から主体的に選考を⾏うこと。このた
め，学⻑等選考会議が定める基準には，学⻑⼜は機構⻑に求められる資質・能⼒，学⻑⼜は機構⻑の選考
の⼿続・⽅法に関する具体的な事項が盛り込まれることが想定されること。

② 学⻑等選考会議は，候補者の推薦への関与，所信表明の機会の設定やヒアリングの実施，質問状の公開
など適切な⽅法を通じて，主体的な選考を⾏うこと。なお，選考の過程で教職員による，いわゆる意向投
票を⾏うことは禁⽌されるものではないが，その場合も，投票結果をそのまま学⻑等選考会議の選考結果
に反映させるなど，過度に学内⼜は機構内の意⾒に偏るような選考⽅法は，学内⼜は機構内のほか社会の
意⾒を学⻑⼜は機構⻑の選考に反映させる仕組みとして設けられた学⻑等選考会議の主体的な選考という
観点からは適切でないこと。

③ 学⻑等選考会議の構成員については，審査の公正性等の観点にも配慮しつつ，多様なステークホルダー
が参画するよう努めること。また，学外等委員について，できる限り多くの委員の出席が可能となる会議
⽇程を設定するなど会議への出席の確保，積極的な情報提供による⽋席した委員に対するフォロー等，各
国⽴⼤学法⼈等における学⻑等選考会議の運⽤について⼗分配慮し，委員が議事に積極的に参加すること
ができるような運営に努めること。

④ 学⻑等選考会議は，選考した学⻑⼜は機構⻑の業務執⾏の状況について，恒常的な確認を⾏うことが必
要であること。業務執⾏の状況についての確認を⾏う時期については，各国⽴⼤学法⼈等の実情に応じて，
学⻑等選考会議において適切に判断すべきものであること。なお，学⻑⼜は機構⻑⾃⾝が学⻑等選考会議
の構成員となっている場合は，学⻑⼜は機構⻑の業務執⾏の状況についての確認に当たって，その運⽤に
特に留意することが必要であること。

また，国⽴⼤学法⼈法第 17 条及び第 26 条に基づき，⽂部科学⼤⾂が⾏う学⻑⼜は機構⻑の解任は，
学⻑等選考会議の申出により⾏うものとされていることを踏まえ，学⻑⼜は機構⻑の解任に係る申出に関
する規則等について，あらかじめ整備することが必要であること。 

⑤ 学⻑⼜は機構⻑の任期については，国⽴⼤学法⼈等の⾃主性・⾃律性の尊重に配慮する観点から，学⻑
等選考会議の議を経て，各国⽴⼤学法⼈等の規則で定めるものであるが，学⻑⼜は機構⻑が適切にリーダ
ーシップを発揮できるよう，任期を設定すること。また，現学⻑⼜は現機構⻑について，例えば，学⻑等
選考会議が優れた業績を上げていると判断した場合には，教職員による，いわゆる意向投票を⾏わずに再
任を認めるなど，柔軟な⼿続を確保することについても適切に留意すること。

⑥ 国⽴⼤学法⼈等が選考の結果その他⽂部科学省令で定める事項及び学⻑選考会議が定める基準を公表す
るに当たっては，ホームページへの掲載その他の適切な⽅法によって⾏うこと。

⑦ ①から⑥までの点を踏まえて，全ての国⽴⼤学法⼈等において，現在の学⻑⼜は機構⻑の選考の⽅法や
学⻑等選考会議の運営について点検を⾏い，より公正，透明な選考が⾏われるよう必要な改善を図ること。

（略） 
（４）学⻑⼜は機構⻑の選考を⾏った際の公表事項（国⽴⼤学法⼈法施⾏規則第１条の２関係）

学⻑⼜は機構⻑として選考された者を学⻑等選考会議が選考した理由については，学⻑等選考会議が定め
る基準に照らして当該者が適切と判断した理由が明らかとなるものとする等，可能な限り具体的なものと
すること。また，学⻑等選考会議における学⻑⼜は機構⻑の選考の過程については，学⻑等選考会議が定
める基準に照らして，学⻑⼜は機構⻑候補者の推薦・⽴候補等を受け付けた期間，学⻑⼜は機構⻑候補者
の選考に関わるヒアリングの実施期⽇，教職員による，いわゆる意向投票の実施状況等，学⻑等選考会議
の開催状況以外のものが含まれるものであること。

（略） 

３．改正の基本的な考え⽅ 
（略） 



国立大学法人大阪教育大学学長候補者選考基準

平成２９年 ５ 月 ９ 日 

国立大学法人大阪教育大学学長選考会議 

国立大学法人大阪教育大学は，教員養成及び教育・学習支援人材養成の広域的拠点と

して，我が国の教育界を牽引するグローバル教育人材を養成することを目的としている。 
この目的を達成するため，本学学長には次の資質・能力を有し，本学の教育研究活動

を適切かつ効果的に運営できる者であることを望む。

１．次期学長に求める資質・能力 

○ 人格が高潔で，学識が優れた者であること。

○ 急速に変化する社会の要請に応じた大学運営が行える視野の広さと強いリーダー

シップを有していること。

○ 大学構成員とのコミュニケーションを円滑に行い，その意欲と創意を引き出し，

中期目標・中期計画を確実に実行できること。

○ 本学の特色と魅力を発揮するための明確なビジョンを学内外に提示する発信力を

有すること。

２．当面の実施課題 

○ 実践的な教員養成機能の強化について

学生が主体的に学び，課題発見や課題解決をしていく学習環境を整え，今日的な教

育課題やその対応についての理解とそれに基づく指導力を付けることが求められて

いる。

そのためには実践的な課題に対応した内容を含むカリキュラムを整備するととも

に教育研究体制を整備する必要がある。実践的指導力の育成強化を図るため，学校現

場での指導経験のある大学教員を増やす必要がある。

○ グローバル化の推進について

学生の海外体験・留学を促進するとともに留学生枠を設定し受入れを促進する。英

語による授業の実施や外国語によるコミュニケーション能力の養成を図るなどグロ

ーバル教育人材の養成を行う。国際通用性を勘案した学位プログラムの導入を図る。

日本語学習支援体制を充実させる。海外組織との教育連携や共同事業を促進する。

別 紙 ２



○ 社会との連携や社会貢献の強化について

教育委員会や学校現場など社会的要請を的確に受止め，それを大学運営に反映さ

せるための仕組みを構築する。社会との連携，社会への貢献のための教育情報発信プ

ラットフォームの構築を行う。

○ 附属学校園の機能強化について

実践研究，教育実習等の成果を検証し，見直しを図るシステムを構築する。新たな

教育課題や国の方策への積極的な取組みを図る。公立学校の若手や新任教員等を対

象とした講習会等の教育委員会と連携した取組みを推進する。実験的，先導的な附属

学校園として多様な子どもを受け入れながら SSH，SGH，国際バカロレア教育等に

取り組み，附属学校園の特色を生かし中等教育学校等の導入を検討する。

○ 教員養成系大学との連携強化について

HATO プロジェクト研究成果の情報発信とフィードバック拠点を整備する。

HATO 構成４大学と教育委員会等現場と連携したセミナー，講演会を実施する。京

阪奈三教育大学の連携による教員養成・研究の高度化と質保証，新たな課題に対応で

きる次世代教員養成の課題に取り組み開発したプログラム等を点検し実施する。

○ 教育・研究組織の改革について

研究活動に対する支援強化を念頭に置いた人員配置，環境，システム等の整備を行

う。組織的に研究活動を企画・推進する体制を整備する。教職員が，教育内容・方法

の改善や学生指導・支援に力を発揮できるように教職員研修等を包括的に企画・実施

する全学センターを設置する。大学院組織の見直し計画を策定し，整備・検証に取り

組む。学内資源の再配分のもと教育研究の協力体制を強化するため学内センター組

織の見直しを図る。

○ 経営基盤の安定化について

寄附金，その他資金の収支状況を四半期に１回把握し安全で効果的な資金運用計

画を作成し実施する。外部資金獲得に取り組む教員を 90％とする。契約方法や業務

の見直しを不断に行い学内予算における管理的経費を減らす。保有資産の有効活用

のため，保有資産を継続的に見直す。柏原・天王寺キャンパスの一時的貸付利用を図

る。




